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＜用語例＞ 

（１）法とは、消防法（昭和２３年法律第１８６号）をいう。 

（２）施行令とは、消防法施行令（昭和３６年政令第３７号）をいう。 

（３）施行規則とは、消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）をいう。 

（４）危政令とは、危険物の規制に関する政令（昭和３４年政令第３０６号）をいう。 

（５）危省令とは、危険物の規制に関する規則（昭和３４年総理府令第５５号）をいう。 

（６）危告示とは、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９

年自治省令告示第９９条）をいう。 

（７）一般則とは、一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第５３号）をいう。 

（８）建基法とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）をいう。 

（９）建基政令とは、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）をいう。 

（10）建基省令とは、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）をいう。 

（11）ＪＩＳとは、日本産業規格（産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２０

条第１項の日本産業規格）をいう。 

（12）条例とは、小田原市火災予防条例（昭和３７年条例第２９号）をいう。 

 

 

※本文中の「・・・指導する。」は、行政指導の事項である。 
 

 


